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高次脳機能障害支援 流れ 

モデル事業 
前期 

モデル事業 
後期 

普及啓発 
事業 

関連障害に 
対する 

支援普及事業 

Ｈ１３年～１５年 
３年間 

行政的高次脳機能障害診断基準の作成 

訓練の効果の調査と標準的訓練プログラム作成 

Ｈ１６年～ 
   １７年 
２年間 

H16.5月 診断基準の発表 
高次脳機能障害者の社会生活での支援に軸足を移し、
支援サービスを円滑に提供するための事業展開 
→各都道府県に支援センターの設置、支援コーディ 
ネーター配置決定 

Ｈ１８年～ 
 

厚労省の地域生活支援事業により開始 

各都道府県に支援センターの設置、支援コーディ 
ネーターの配置。平成２２年に全都道府県に支援拠
点機関設置完了。 

Ｈ２５年～ 
 

高次脳機能障害に併存することの多い音声・言語
機能障害（失語症）などについても、現場では併せて
対応している実情に鑑み、「高次脳機能障害支援普
及事業」から「高次脳機能障害及びその関連障害に
対する支援普及事業」に名称が変更 

障害者自立支援法 

障害者基本法改定 

障害者総合支援法 

Ｈ１８ 滋賀県に設置（社会福祉法人グロー（当時：滋賀県社会福祉事業団））が受託） 



滋賀県における 
高次脳機能障害者支援の実態 

◯高次脳機能障害者の年間発症数 
  ⇒ 滋賀県では、年間330人発症  
  
  
   
   
 
 
    

 

 

2008年  東京都高次脳機能障害実態調査検討委員会 
実態調査から 

23.6人発症 /人口１０万人                
（滋賀県人口：141万人） 

 
◯2圏域の高次脳機能障害者実態調査から 
 （介護支援専門員対象） 
 ⇒介護支援専門員の約半数が高次脳機能障害者※

を担当。※脳卒中の既往歴のある第２号被保険者や前期高齢者の

内、診断がある方 

   
 
〇東近江圏域高次脳機能障害者支援実態調査から 
 （圏域内の医療機関 1１病院対象） 
 ⇒診断が可能な医療機関は、４病院 
 ⇒ある精神科病院では、高次脳機能障害の疑いの

ある患者の入院は５３名、通院は５５名。 
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（１）相談支援事業 
 ・高次脳機能障害者（児）等や家族、または行政や支援者等からの相談に対応する。 
   ・相談内容に対して、必要な調整を図り、関係機関と連携して対応する。 
    

（２）高次脳機能障害支援専門チーム派遣事業 
   県内の市町や地域の相談事業所、福祉サービス事業所等からの求めに対し、地域支援における困難事例にかかる事例検討への参画を行う。 
   （アウトリーチ活動） 
 

（３）普及啓発事業 
   県内の市町や地域の相談事業所、福祉サービス事業所等各関係機関、地域住民に対し、高次脳機能障害への理解を深めることを目的に研修会を開

催するとともに、講師の派遣等を行う。関係機関や関係団体と協働の上、地域の実態把握、関係機関の連携確保、事業効果の分析、効果的支援方法
や啓発方法等の検討を図り、普及啓発活動を行う。 

         滋賀県高次脳機能障害専門研修の実施 
 

（４）地域支援ネットワークの構築 ＝ 広域調整強化事業の推進 
   地域での高次脳機能障害（児）の受け入れ体制の構築を図るとともに、障害特性の理解や当事者への相談支援、対応のスキルアップを目的に勉強

会を行う。 
   

（5）ＳＳＴ事業 
   高次脳機能障害者に対して就労とその継続に向けたコミュニケーションスキルの向上の促進を目指し、ソーシャルスキルトレーニングを通して、

高次脳機能障害者に対する就労支援を図ることを目的に、実際の場面で成功させるという体験を繰り返すことによって自己評価を高め、より効果的
な人との関わり行動を身につけていける場所の提供を行う。 

 

（６）家族会との連携 
   家族会との連携会議を定期的に開催する。家族会の活動への参加。 
 

 （７）全国高次脳機能障害連絡協議会実務者研修 
   ・全国高次脳機能障害連絡協議会への参加   
   ・近畿ブロック連絡協議会への参加      

滋賀県高次脳機能障害支援センターの業務 



医療と福祉が互いの職種の領域を知り、
連携をとりながら専門的な支援を行え
る人材の養成を目的として、平成２７
年度より高次脳機能障害専門研修を開
始。 

◯医療側からは、福祉サービスにつながらず社会
資源がない人をどこに相談したらいいかわからな
いといった声がある。 

◯福祉側からは、医療関係者と医療情報が共有し
にくい（専門用語がわからない等）の声がある。 



   滋賀県高次脳機能障害 専門研修体系  
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実務者 

５年ごと
に更新 

５年ごと
に更新 

受講後5年以内に
受講 受講後5年以内に

受講 

フォローアップ研修 

研修受講後5年以内に受講 

更新していきたい
方（実際に支援を
していない） 

さらに専門性を
高め、地域援助
技術を獲得した
い方 

研修受講後 
5年以内に受講 

高次脳機能障害の視
点をもって支援を進め

ることができる 

高次脳機能障害支援の専門性を高めるとと
もに、地域の関係機関・施設との連携や協働
した取り組みができる 

関係機関に向けてより効果的
な展開に向けて助言をすること
ができる 

個別相談支援力の強化・地域援助技術獲得 圏域のコーディネート力の獲得 

高次脳機能障害の視点をもって支援を進めることができ、
必要に応じて高次脳機能障害の疾病教育ができる 

基本知識の獲得・個別相談支援力の獲得 



滋賀県高次脳機能障害専門相談支援員認証事業実施要綱 
                              

  第１条  
   この事業は高次脳機能障害者支援に関する専門研修を実施し、より身近な地域で

専門的な支援を実施することができる人材を養成することにより、高次脳機能障害者
支援の充実を図ることを目的とする。 

 （実施内容） 
・受講対象者 
  働き・暮らし応援センターや障害者生活支援センターにおいて相談支援に関わる

者および医師、セラピスト、介護支援専門員等 
・研修内容 
   別表に掲げる専門研修５単位（合計１９時間） 

 
 （認証書の交付等） 

  知事は、専門研修の修了者を高次脳機能障害専門相談支援員 
として認証するとともに、認証書を交付するものとする。                                

（一部抜粋） 



滋賀県立 
リハビリテーション 
センター主催 

滋賀県立リハビリテーション
センター、 
滋賀県障害者自立支援協議
会 事務局と協働開催 
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滋賀県高次脳機能障害専門研修 
フォローアップ研修 
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専門研修受講後の評価 
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高次脳機能障害支援専門チーム 



目的 

 既存の社会資源を活用しながら個々の当事者の特
性にふまえた支援を行っていく中で、地域の支援者
が感じるであろう行き詰まり感や他領域にまたがる
支援への戸惑いをサポートする。 

→多面的な支援体制の一つとして設置 
 

• 支援者支援 

 

• 三次機関同士の連携とスキルアップ 

 

• 課題抽出 
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役割と手法 
①個別支援会議等へ参画し、 

 本人支援のスーパーバイズやサポートを行う 

②チームによる事例検討会での助言 

③適切な対応ができるような関係者への啓発 

④個別支援課題から地域課題の抽出 

(小西川他，２０１９） 



平成21年度～平成30年度 アウトリーチ実施 

 
 

 
 内容 

平
成
２
１
年
度 

１ 

 
 「交通事故後、脱抑制などの社会的行動障害が顕著に表れているケース」 

２ 

 
 「生活管理の難しさから生活が行き詰まりやすく、家族への暴力がみられるケース」 

平
成
２
２
年
度 

３ 

 
 「経済的困窮や高次脳機能障害の影響など多問題を抱えるケース」 

４ 

 
 「ＡＤＨＤと高次脳機能障害が重複し社会的行動障害がみられる対応困難ケース」 

平
成
２
３
年
度 

５ 

 
 「養護学校卒業後の進路について、本人の希望に沿った支援を検討」 

６ 

 
 「知的障害と高次脳機能障害が重複している方のグループホームでのトラブルについて検討」 

７ 

 
 「非行を繰り返し交通事故にあった知的障害と高次脳機能障害(社会的行動障害）を重複している方の生活支援」 

８ 

  
 「事故後、就労継続できず経済的にも生活基盤の安定が難しい方の生活、就労支援」 

平
成
２
４
年

度 ９ 

 
 「重度の失語症・脱抑制があり、デイケアなど集団生活におけるトラブルが頻発するケースへの今後の支援の方向
て検討」 
   



平
成
２
７
年
度 

１０   
「交通事故により注意障害、遂行機能障害が顕著、病識欠如のある就労先での困難事例」(1回目) 

１１   
「交通事故により注意障害、遂行機能障害が顕著、病識欠如のある就労先での困難事例」（２回目） 

１２   
「脳血管疾患後、意欲低下がありリハビリにつながらないケース」 

平
成
２
８
年
度 

１３  
 
 
「交通災害の後遺症のある方の就労支援をチームで行っているケース」(1回目) 

平
成
２
９
年
度 

１４  
「交通災害の後遺症のある方の就労支援をチームで行っているケース」（２回目） 

１５  
「酩酊状態で庭に転落、意欲低下、脱抑制が顕著な困難ケース」(1回目) 

１６  
「交通災害の後遺症のある方の就労支援をチームで行っているケース」（３回目） 

１７  
「酩酊状態で庭に転落、意欲低下、脱抑制が顕著な困難ケース」（２回目） 

平
成
３
０
年
度 

１８  
  

 平成２４年に検討した「重度の失語症・脱抑制があり、デイケアなど集団生活におけるトラブルが頻発するケース」の
討 



        取り組み紹介 
 
事例「非行を繰り返し交通事故にあった知的障害と 
             高次脳機能障害を重複している方の生活支援」 



 ご清聴ありがとうございました。 
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